
主な施設の の休館日6月
公民館、青少年会館、海岸青少年会館、
福祉会館、地域集会施設、文化資料館 5日・12日・19日・26日

図書館本館 5日・12日・15日・19日・26日
図書館香川分館 5日・12日・15日・19日・26日
市民文化会館 2018年9月(予定)まで耐震補強、改修工事実施のため全館休館
美術館 5日～12日・19日・26日
ちがさき市民活動サポートセンター 21日
スポーツ施設 12日
男女共同参画推進センターいこりあ 4日・11日・18日・25日
勤労市民会館 26日
開高健記念館、茅ヶ崎ゆかりの人物館 1日・5日～8日・12日～15日・19日～22日・26日～29日
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市民相談 月～金 8 時30分～17時
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行政相談 第2・4水 13時～15時
市民安全相談／交通事故相談／防犯相談 月～木 9 時～17時
建築紛争相談 第3水 10時～16時
法律相談（同じ内容は1人1回のみ） 火・木 10時～15時30分
人権相談 第2金、第4火 13時～16時
税務相談 第1・3水、第4木 13時～16時
公証相談（遺言、大切な契約など） 第2月 13時～16時
不動産相談 第1・3金 13時～16時
分譲マンション管理相談 第2金 13時～16時

司法書士相談（不動産、商業登記など）
第2火 13時～16時
第2金 13時～16時　寒川町役場町民相談室☎（74）1111

暮らしと事業の相談（相続手続きなど） 第4月 13時～16時
多重債務法律相談 第1月、第2水、第4金 13時15分～16時15分
多重債務相談 月～金 8 時30分～17時

犯罪被害者等支援相談
職員 月～金 8 時30分～17時
ピア神奈川 第1・3水 10時～16時

消費生活相談
月～金 9 時30分～16時（消費生活センター）

月・木 10時～16時（受け付けは15時まで）
寒川町役場消費生活相談室☎（74）1111

予
約
制

消費生活法律相談 第2金 13時～16時（消費生活センター）

家計あんしん相談 第1・3木 11時～11時50分、13時15分～16時5分
（消費生活センター）

発明相談 第3金 13時～16時　市民相談室（受け付け＝産業振興課商工業
振興担当）

生活自立相談 月～金 8時30分～17時　生活自立相談窓口（分庁舎2階）
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人　口▶	 239,891人	（前月比102人減）

世帯数▶	 99,583世帯	（前月比283世帯増）
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